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▲開会 午後４時００分 

○高市議長 それでは、定刻でございますので、これから会議を開きたいと思い

ます。大変このところ、天候の方も３０度の上を行っている訳でございますけ

れども、熱中症に十分気を付けていただきたいと思います。日中はですね、や

はり休んでいただいてゆっくりと昼寝でもしていただいて、夕方にでも少々や

っていただければよろしいんじゃないかと思います。 

それでは、ただ今から平成２４年第７回流山市農業委員会総会を開会いたし

ます。 

  ただ今のところ、出席委員は１６名中全員でございます。定足数に達してお

りますので、会議は成立していることを御報告いたします。 

  次に、本日の総会の議事録署名委員の指名を行います。 

  流山市農業委員会会議規則第１４条第１項に規定する議事録署名委員ですが、

議長から指名させていただくことに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○高市議長 異議なしと認めます。 

  １２番、小林委員、１３番、須郷委員を指名いたします。 

次に、会議書記の指名を行います。 

本日の会議の書記として、岡田副主査を任命いたします。 

 次に、本日の総会の議案につきまして、事務局より説明をお願いします。吉

田次長。 

◎吉田次長 お手元に配布させていただきました議案書の会議目次を御覧いただ

きたいと存じます。 

本日、御審議いただく案件といたしましては、議案第３７号の「農地法第５

条の規定による許可申請について」（恒久転用）の１議案でございます。 

また、報告事項といたしましては、報告第２０号の「専決処理の報告につい

て」御報告をさせていただきたいと存じます。 

議題の御説明につきましては、以上でございます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

○高市議長 ただいまの説明について、何か御質問ございますか。 

（なしの声あり） 

○高市議長 なしと認めます。 

 

○高市議長 これより議事に入ります。 

それでは、議案第３７号「農地法第５条の規定による許可申請について（恒

久転用）」を議題といたします。 

議案の説明を求めます。吉田次長。 
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◎吉田次長 議案書の１ページでございます。 

議案第３７号 

農地法第５条の規定による許可申請について（恒久転用） 

農地法第５条の規定による許可申請を次のとおりとする。 

平成２４年７月２５日提出 

流山市農業委員会長 高市 正義 

今月の農地法第５条の規定による許可申請についてでございますが、恒久転

用が２件でございます。 

初めに、１番でございます。権利者は東京都墨田区に本店を置く法人でござ

います。また、権利者の主な業務内容といたしましては、一般乗合旅客自動車

運送事業や一般貸切旅客自動車運送事業など、いわゆる路線バスや高速バス、

観光バスなどの運行を行っている会社でございます。 

次に、申請がありました土地は、流山市下花輪の畑、１筆で、面積は３３４

㎡でございます。 

次に、転用目的ですが、現在、流山市内で運行が行われております路線バス

の、バス専用の駐車場用地としたいというものでございます。 

議案案内図につきましては、１ページと２ページでございます。 

次に、２番でございます。初めに権利者ですが、権利者は東京都墨田区に本

店を置く法人で、先ほどの１番の権利者と同じ法人でございます。 

次に、申請がありました土地は、流山市下花輪の畑、１筆で４７㎡でござい

ます。 

次に、転用目的ですが、先ほどの１番の駐車場の設置に併せまして、路線バ

スを運転する乗務員用の休憩所を設置したいというものでございます。 

議案案内図につきましては、１番と同じく１ページと２ページでございます。 

今月の５条許可申請は、以上の２件でございます。御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○高市議長 本案について、担当委員長から審議結果について報告を求めます。

大作委員長。 

◎大作委員長 議案第３７号「農地法第５条の規定による許可申請について」御

報告いたします。 

今月の案件は、恒久転用によるものが２件でありますが、同一権利者による

事業案件でありますので、一括して御報告させていただきます。 

本案については、現地調査と権利者及びその関係者からのヒアリングを行い、

審議いたしました。 

最初に、移転の原因は賃貸借でございまして、転用目的は１番についてはバ

スの駐車場、２番についてはバス乗務員休憩所を建設しようとするものであり
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ます。 

御案内のとおり、権利者は昭和初期から鉄道会社の１事業としてバス事業を

展開してきた事業所ですが、平成１４年１０月１日に鉄道会社から独立した１

社であり、主に東京都北東部、埼玉県南東部を担当する運行会社として、東京

都墨田区に設立された法人であります。 

業務内容としては、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運

送事業等を行っております。 

昨年の年商は５６億６，４９４万１千円で、従業員数は５５６名ということ

であります。 

営業地域については、東京都足立区、葛飾区、草加市、八潮市、三郷市、吉

川市、川口市、松戸市、そして流山市ということであります。 

５月現在の１日平均の輸送人員は、７万１，９１２名であります。 

申請理由については、千葉県北西部を担当する権利者のグループ会社である

別法人が認可を得ている南流山・流山クリーンセンター間など流山市内の３路

線について、流山市から路線の新設及び既存路線の増強要望があったため、グ

ループ内で種々検討した結果、別法人の現状では必要車両の駐車スペースの確

保が不可能であることから、増強は無理との結論に至ったということです。し

かし、権利者の営業所内には車両の駐車スペースに余裕があることから、所管

庁の認可の変更を得て、平成２３年１０月１日から権利者が同路線の一部につ

いて運行をしてきたところですが、本年７月１日からは同路線の全面移管を受

けることになったということでございます。また、現在、担当乗務員の休憩は

「ほっとプラザ下花輪」で行っているということですが、営業時間が午前９時

から午後１０時までであり、ダイヤの編成上一部乗務員の休憩が不可能である

ことや、年末年始、休館日には使用できないことなどから休憩施設の設置を検

討してきたところ、このほど関係地権者の同意が得られたことから、申請があ

ったものであります。 

次に、事業計画の概要でありますが、駐車場内の路盤は厚さ２５㎝の砕石舗

装とし、道路面より数㎝低くし、道路への雨水の流出を防ぎ、外周は高さ１．

２ｍのフェンスで囲み、隣接農地への被害は及ぼさないということであります。 

駐車台数は中型バス３台分であります。 

また、休憩施設については、軽量鉄骨造り平屋建て８．５３㎡の建築物を１

棟設置する計画です。 

次に、雨水は、地下浸透処理、汚水は浸透枡による浸透処理を行い、給水は

市営水道を使用する計画です。 

なお、トイレは設けないということであります。その理由については、クリ

ーンセンター内のトイレを流山市から使用させてもらっており、時間外の使用
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については、「ほっとプラザ下花輪」のトイレの鍵を預り、使用させていただい

ているということであります。 

次に、近隣農地所有者へ事業説明を行ったところ、一部の方から水捌けのた

めの流末の確保について要望があったため、申請地南側に素掘り側溝を築造す

るということであります。 

次に、申請地の農地区分についてでございますが、申請地は、流山クリーン

センターの南東約１５０ｍに位置し、周囲は住宅や市の清掃施設などが連たん

している区域に近接する区域内にある農地であり，その規模がおおむね１０ヘ

クタール未満であることから、第２種農地と判断いたしました。 

また、申請地については、流山市土地改良区から平成２４年７月３日付けで、

土地改良施設の利用を害さないための工事を施行することなど８項目の指摘事

項について協議が整うことを条件に、農地転用は差し支えない旨の意見書が添

付されております。 

次に、資金計画については、建設費が５７７万５千円、賃借料が年額３２万

４千円、計６０９万９千円であり、全額自己資金で賄う計画で、金融機関発行

の残高証明書が添付されております。 

次に、他法令については、都市計画法が該当し、現在手続き中とのことであ

ります。 

以上、権利者及び申請関係者からのヒアリングや現地調査を基に、農地法第

５条の許可基準である「立地基準」や申請目的実現の確実性、周辺農地への影

響、資金力、他法令の許可の見込みなどの「一般基準」、また、他法との協議の

進捗状況などの「転用目的別の基準」に基づき審査を行ったところ、本案につ

いては許可基準に適合していると認められたため、全会一致をもって許可相当

という結論に達しました。 

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○高市議長 御苦労さまでした。 

これより、本案に対する質疑に入ります。 

質疑をお持ちの方は、挙手をお願いいたします。 

◆７番（青野委員）一昨日ですね、第３小委員会で私も出席をして現地それから

申請者との質疑をやり取りしたんですが、今、委員長から報告がありましたよ

うにトイレの問題ね、どうしても私引っ掛かるんですよ。夜１１時までね、事

務所で乗務員が居て、そして鍵を預かっているから「ほっとプラザ」のトイレ

を使う、女性の方ならそこまでいくでしょうけれども、男の方だと意外とね、

周辺の農地や山林に迷惑を掛けやしないのかな、そこでお伺いしたいんですが、

こういう許可をする場合に条件設定ということが可能なのかどうなのか、その

辺を事務局にちょっとお聞きしたい。 
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◎吉田次長 ただ今の御指摘でございますが、農地法の許可書を発行する際に条

件を付けることは可能であろうかと思います。ただし、飽くまでも農業委員会

としては農地法に基づく転用許可の基準とかですね、そういったものに沿った

中での判断基準になりますので、計画性の実現性とかですね、そういったとこ

ろで条件を付けるものであれば可能かと思いますが、トイレの使用についての

条件というふうなことになりますと農地法の範疇からはちょっと出てしまうの

かなというふうに思いますので、その辺は難しいのかなというふうに思います。

以上でございます。 

◆７番（青野委員）そうすると議長さんね、農地法上は難しいということであれ

ば、この乗務員の休憩所を造る許可権者は都市計画部だと思うんですよ。宅地

許可というかね、届出をされる、建物を建てる、というところで農業委員会と

市長部局の都市計画との連携を図ってね、こういう問題を農業委員会では審査

したんだけれども、トイレは造らずに「ほっとプラザ」を使うという答えなん

だけれども、そういう建築の申請をされたときにこういう指導が可能なのかど

うかね、その辺についてもちょっとお聞きしたい。 

◎岡田局長 その関係につきましては、農業委員会についての及ぶ範囲について

は次長の方から申し上げましたけれども、建築行為等々の部分についてはそれ

を制限するかしないかということですが、要はそこにどう利用者がどう機能す

るかというところに着眼して行くべきだと思うんです。一義的には当然生理現

象として至近距離のトイレを使うということが成立をした場合には、そこに簡

易トイレを付けなきゃいけないというそういう制限を加えるようなが思想が恐

らくないんじゃなかろうかと、ただし、やはり性善説だけじゃなく性悪説とい

うものもやはりよく見なければいけないと思いますので、距離的に私も歩いて

直線で行けば１５０ｍか２００ｍかも知れませんが、敷地をカギ形で行くとも

うちょっと距離があるのかなと。１０時までは営業していても合鍵は持ってい

ても確かにちょいと用を足した方が早いということで、敷地内で用を足してし

まう場合があると思いますね。その辺はどう建築部門の方で指導するかという

ことで、我々も危惧している意見をですね申し述べて、それが可能かどうかは

ちょっと我々の農業委員会としてそれを義務付けさせるということについては、

ちょっといわゆる裁量外といいますか、明確とした意見を述べることは可能な

のではなかろうかというふうに思います。ただ、逆に都市計画部門でそれをも

ってしてしなければならない条件として付すことが可能かどうかちょっとそこ

までは解釈上はしておりません。ちょっと回答にならないかも知れませんが、

考えられる場合というのは経費節減であるということを、小委員会等でもヒア

リングの中で言っていましたから、そうすれば職員のバスの運転手さんのそう

いう利便性が向上すれば、簡易トイレなど汲み取り式の設置などは経費だけの
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負担であれば要は簡単なのではなかろうかなと思います。一応そこら辺は意見

を述べさせていただくというふうにはしたいと思います。 

○高市議長 農業委員会としての、土地のね、バスを置く土地、農地に対しては

許可を貰う、ここでやりますけれども。ただ建物の構造に関しては農業委員会

は関係ございませんからはっきり申し上げましてね。ですからその辺は建築指

導課なり、何らかの許認可というものを取っていただく。農業委員会は土地に

対するものはこれは結構なことでございます。本会議に諮ってですね。その辺

は青野委員が言うように建築指導課の対処がありますよね。はっきり申し上げ

て。土地に関しては、我々は許可しますよでいいんですけれど、その辺は局長、

やはり話し合ってみなければいけないな。 

◎岡田局長 はい。分かりました。今の件もそうですが、一つだけちょっと私も

確認できていなかった点があります。バス会社の方で「ほっとプラザ」のトイ

レのスペアキーを一応貸与を受けているということでありますが、その鍵につ

いてですね、施設管理者としてそれを認めたのかどうか。一旦その行為がずっ

と詰め所があると、出来たことによって解消された場合には先ほどおっしゃら

れたように、トイレを使わないでそこらへんでやられては困っちゃうし、農地

への垂れ流しも困りますので、その辺は厳重にですね対応して行くと同時にで

すね都市計画の方から指導させるというふうにして行きたいと思います。 

相手が今日まで善良な事業者であることからそのまま聞き流してしまいました

が、施設管理者側としてもいつそういう契約をしたのか、その辺を確認する必

要がありますし、休日における施設管理上の問題もありますので、確かにどの

ように使われているのか確認をした上で都市計画部門に照会してみたいと思い

ます。 

○高市議長 ただね、一言申し上げると、この「何とかプラザ」のですね防犯上

の問題で何で鍵貸しておくのかね。市としてですよ、そういうことがですね、

万が一ですね、事故が起きた場合はそれは市の責任ですよね。その辺を市長が

認めているのか、或いは「ほっとプラザ」が貸したのか、そこの責任者が全部

認めているのか、その辺をやはりね、調べる必要ありますよ、はっきり言って。

おっしゃるとおりね、何もなければいいけれど、防犯上、もし万が一何かがあ

ったときにはですね、これはその辺がちゃんとはっきりしていないとですね、

後々問題になってくると思うんですよ。そう思うんですけれど、青野委員どう

ですか。 

◆７番（青野委員）私はね、農地をね、結局地主と契約をして、いいんですよこ

れは。だけど、５００人以上の従業員を抱えて、ましてはこの周辺における年

商５０億からの大企業が事務所を建てて、それは明らかになったのは質疑で明

らかになった訳ですよ。トイレないけどもどうしたんだと、いや、「ほっとプラ
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ザ」借りているんですけれど実は、鍵はどうやっているんだと。夕べ一晩考え

て、だけどそれではね農地に影響出てきやしないのかなと、周辺住民に、そう

いうことを考えたんでね。小委員会に出ていてね、終わった後こんなこと言う

のは失礼だと思ったんですけれども、議案が一つしかなかったものですから、

意見を述べながらね、皆さんにも理解を求めて、それじゃ市長部局と連携を取

ってね、それでは指導したのがいいんじゃないのということになれば、局長な

り次長が都市計画部の方へ行って、農業委員会としてはやはり農地に垂れ流し

は困るよという心配も出てるから、うまく指導してやって下さいと。 

○高市議長 それとね、防犯上の問題も出て来るようであれば、その辺は結局最

終的には市長だけれど、市長がよくて施設の鍵を預けたというような形になる

訳ですからね。その辺はちゃんとしっかりしておかないとならんと思うんです

ね。どうですか、皆さん。 

◆４番（中村彰男委員）確かにこの農地をどう利用するかということですが、飽

くまでも建物を建てるという中で常識的な問題ではないかなと思うんです。私

どもも申請が上がった時に事前に申請者をお呼びして、ヒアリングをする訳じ

ゃないですか。地域の人に迷惑かけないですか。安全対策はどのように施しま

すか。皆さんに聞く訳じゃないですか。当然あって然るべき、そういう指導が

あって然るべきだと思います。また、聞きますと当然仮設でいい訳ですからこ

れだけの年商のある事業者ですから。また、一事業者に対して簡単に鍵を貸し

出すということ自体が普通には常識的に考えられないと思います。 

○高市議長 市の行政的な問題が絡むと思うんですよ。 

◆４番（中村彰男委員）一事業者に対し公的機関が優先的に貸し付けていいんで

すか。我々がその立場になった場合、あの事業者に貸して、なぜ我々に貸して

いただけないのか大きな問題になると思いますから。確かに駐車場だけだった

らこういう問題は何も出ないと思っております。 

○高市議長 ですから私が言うとおりね、最終的な責任がございますから、駐車

場に関しては農業委員会としては取り扱いは結構です。だから委員の皆さんに

それは審議していただく、当然の話ですね。ただ建物に関してはですね、我々

は関与できないですよ、正直言って。 

◆４番（中村彰男委員）言えないまでも、多少は農業委員会の指導はすべきでは

ないのかなと思います。出入り口は道路課さんで協議して下さいという話にな

りますと、ここの出入り口は２か所ありますかね、カラー舗装ですから、普通

ここは歩行者だけの道路の構造な訳でありますよね、すると出入りする中型バ

スはかなりの重量なものですから、ではこの辺の指導はどうなるのと聞かれた

場合は、これは担当部局が違うから俺には関係ないんだ、それは道路課と協議

してくれという話になるのか。 
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○高市議長 インターロッキングのところね。 

◆４番（中村彰男委員）道路は違うからそれは関係ないよと、関係ないというこ

とは一元的に言えることではないのかなと。 

◎岡田局長 その点でありますけれども、道路管理は道路管理者としての権限或

いは許認可ということがあります。私どもは、その出入りに関しては当然そこ

を跨ぐ訳ですから道路に関するルールに従って、それを施工するという案を提

案する。農地である敷地に対しては砂利敷きと砕石を敷いてやるということに

なりますし、また、それが浸透式ということでですね、水の排水をそこから出

さないという形にしております。我々の守備範囲としては農地法という考え方

で、縦割り型社会という言い方になってしまいますけれども、農地法の範囲の

中でしか判断できない、ですからトイレがない、或いはカラー舗装がこうでな

きゃだめだというところは、我々としてはそこまで入って行けない、ただ、そ

れぞれの部署で協議を重ねてきてのこの案件ということとして、今日に至って

その最終的な土地利用についての申請ということになっておりますので、です

からカラー舗装にしますと、インターロッキングと同じ色合いにするんだとか

ですね、まったく異質なアスファルトの鼠色ということじゃなくて、カラー舗

装というそういうものに合わせて行くんだとか、いうことがその道路課の中か

らも指導を受けてそういうことにしたということを聞き及んでおりますので、

我々からはもしそういったことがなければ一応お尋ねはしますが、それをもっ

て制限を加えることはできないのかなとそういった見解でございます。 

◆１４番（水代委員）例えばですね、これが車庫じゃなくて、色々な今までの案

件の中でも色々な怪しげな建築業者が農転掛けて、建物を建ててはいけないと

ころにですね、色んな建物建てたとかそういうことが過去にままあるんですよ。

実際には例えばその農転を掛ける段階で、こうこうこうしますよという企画、

計画をきちっと立案されているものに対して、それであるならば農転してもい

いだろうというそういう許可範囲の中でですね、ここの車庫の場合でもですね、

建物があるならば最低限簡易トイレを設置して下さいというような、当然設置

しますという向こうの立案があって当たり前のことですから、それは指導とし

てきちっと言ってもいいのではないかと思うんですね。実際、後、問題はこの

路線バスの「ほっとプラザ」のところですか、この建物のところの停留所が発

着地になっている訳ですね、最終のね。今、現段階ではここの道路のところに

バスが停まっていて、そこから出発して行くんだと。ただ結局そこが発着地だ

から運転手さんもそこでトイレを頻繁に使ったりやってると、その路線バスの

認可の段階でですね、そういうことが元々暗黙の了解であったのかどうかの確

認を取る必要がありますし、簡単に立ち小便されるよりはトイレを使ってもら

った方がいいよというくらいのことだったのではないかと思うんですが、実際
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にはやはりそういう公の建物のですね鍵を預かるということ自体がやはりおか

しいことで、そういうところはトイレをきちんと造ってもらって、簡易トイレ

でいいんですよ。「ほっとプラザ」使っても構わないけれども、そういうことは

はっきりしてもらって許可した方がいいんではないかなと思うんですが。 

○高市議長 事務局どうしたらいいんだ。建物に対しては農業委員会は関係ない

んだなはっきり言って。これに対しては建築指導課でもって取り扱うべき問題

なんだな。それが一つとね。もう一つは・・・ 

◎岡田局長 それを条件にして、だめだ、いいよ、とか言うことは、この委員会

としては権能外ということです。ただ言う意見は言ってもそれ以上制約をなさ

なければならないということは出来ない。 

○高市議長 それは分かっている。だけどね、市も「ほっとプラザ」の鍵を貸し

てしまうということ自体は、防犯上の問題や何か諸々あると思うんだよ・・・ 

◎岡田局長 それはその施設としての管理者の管理責任を確認する必要があると

思います。 

○高市議長 それは確認しなければいけない。 

◎岡田局長 ですから、それを根拠にしてこれが駄目だというふうにはならない

というのが今回の案件でございます。 

○高市議長 それは分かったよ。それは車を置く場所に関しては問題ないんだよ。 

◎山口次長補佐 それでは私の方からまとめさせていただきたいと思います。今

の仮設トイレの関係、確かにこれにつきましては協議の段階から、確かにトイ

レがないということで色々と問題になっておりました。それで小委員会の中で

も関係者に質問したいということで、質問項目に入れまして、農業委員さんか

ら質問をしていただいたところでございます。これにつきましてはですね、農

業委員会は、先ほども局長及び次長からもですね、お話がありましたように飽

くまでも農業委員会として許可できるもの、許可基準の要件を満たしているか

どうかは審議させていただきました。最終的に許可書を出すのは関係法令、要

するに都市計画法、宅地課ですね、そちらと、後、道路管理者と協議が全部整

った段階で、なお、かつ、県からの諮問の結果に基づいて許可書を発行すると

いう作業になります。ただ、今のこの中では農地法に基づいて今日は御審議い

ただくという形になります。後、宅地課の休憩所につきましては、宅地課の方

で協議しているという見方もあるんですけれども、実際に居住用の建物ではな

いということです。飽くまで休憩室です。ですのでその中で休憩が取れればい

いという、目的が達成できればいいという建物という形で書かれてはおります

けれども、これにつきましても私どもの方から宅地課の方に、できるだけ簡易

トイレを設置していただきたいと、建物自体は今、吉川の営業所の方にあるも

のをこちらに移設するということですので、その中にはトイレというものはご
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ざいません。ですので、新たに仮設トイレというものをどうにかできないかと

いうことでお話はしてあります。また、協議する段階で、許可書を出す段階で

も、また先方に対して、そこら辺を関係者を通じてお話していただきたいとい

う形での御相談はいたします。しかし、宅地課、関係課の方でですね、基準に

あっているということであれば、これはもう許可書を出さなければならないと

いう形になってきますので、これは私どもの方から、農業委員会から関係課の

方には一応お願いはしておきます。また、今日、このような農業委員さんから

の意見があったということは、関係者に伝わるようにはいたします。そのよう

な形でのお願いということで進めて行きたいと思います。以上です。 

○高市議長 ほかにございますか。はい、中村委員。 

◆４番（中村彰男委員）休憩所の前にある雑排水浸透枡という枡の形状が入って

いるマークがありますが、これは因みに使用目的は何ですか。 

◎山口次長補佐 今、中村委員から質問のありました雑排水の浸透枡の件ですけ

れども、こちらの方につきましては休憩所の中にですね水道を引きこんで手洗

い又は飲料、お茶を飲んだりできるようなものが必要だということで、流しを

設置いたします。この流しから出た雑排水につきましては、敷地内で浸透枡を

使って処理をするという計画でございます。ですから、敷地から外には一切排

水は行わないという計画でおります。以上です。 

◆４番（中村彰男委員）水道は、引き込むということですね。 

◎山口次長補佐 市営水道です。 

◆４番（中村彰男委員）それでは、休憩所の中はそういう形で浸透、後は全体的

な浸透に対しては砂利敷きですから、飽くまでも浸透のみという理解ですね。

中に宅内桝は設けずに、雨水なるものは浸透のみということですね。 

◎山口次長補佐 駐車場内につきましては、砕石舗装という形になりまして、約

２５センチメートル厚のものを敷き込むということで、実際にはその道路より

も低くやりますので、オーバーフローはしないようにという形なってございま

す。 

○高市議長 ほかにございますか。はい、酒巻委員。 

◆５番（酒巻委員）先ほど委員長の説明で、８項目の指摘事項について協議が整

うことを条件に、農地転用は差し支えない旨の意見書が出ているということで

すが、日付けを確認したいんですが、いつ付けで出ているんでしょうか。 

◎大作委員長 平成２４年７月３日付けです。 

◆５番（酒巻委員）それからもうちょっとあるんですが、図面の方見ると、今、

排水のことについて言っておりましたが、雑排水はそこに浸み込むということ

ですが、左側のバスの出入り口のところに何枡というんですか、（集水枡の声あ

り）何の水を集めるんですか。雑排水は分かったんですけれども。浸透させる
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からそういう水は出ないということでしたが、何でここに桝があるんですか。

水を集める桝、何の水なんですか。 

◎大作委員長 想定ですが、ここは台地と平地といいますか田圃ですから、地下

水が湧くところなんですね。ですからその溢水を防ぐために桝を造るのか造っ

たのか分かりませんけれども、そういう想定が出来るんですよね。この道路を

造るときに、そういう集水枡、地下水が非常に湧くようなところなんです。台

地と平地の境目なんですから、昔、沢カニが獲れたところなんですから、だか

ら、その水を集めるために、道路を築造するときに造ったものではないかと思

うんです。想定ですけれどもそういうことが考えられます。 

◆４番（中村彰男委員）この集水枡とグレーチングは新設ですか、それとも既存

のものですか。 

◎山口次長補佐 これは新設ですね。 

◆４番（中村彰男委員）新設だった場合、今、委員長からあった説明とは・・・ 

◎大作委員長 新設であれば、今、言った道路を造るためのものではなく、駐車

場を造るために・・・ 

◆４番（中村彰男委員）この集水枡というのは新設のグレーチングのために造ら

れたものではないんですか。グレーチングの両サイドに４か所ある訳ですよね。

そのための集水枡ということで理解して、飽くまでも道路の絞り水に対してで

はないのではないですか。 

◆１５番（石井委員）新川耕地の場合は、農免道路上に広域下水道と上水道があ

りますよね。南部土地改良区の下には用水はあるけれど、広域下水道は通って

ないんですか。台地の下水は何処へ流しているんですか。あの辺の地区、下花

輪地区、三郷地区は。 

◎岡田局長 カラー舗装の両サイドにあるグレーチングの集水枡ですが、既存の

施工されている状態でバス車両が入ると、Ｕ字溝が弛んでしまうということか

ら、少々重量でしかも幅のあるものというんですか、それを敷設するというこ

となんですが、その時に落ち蓋式ですとコンクリートに負担を掛けるものです

から、バスの重量で破損してしまうということ等から一般的にそういうグレー

チングが使われているということで、既存のものより若干頑丈なものをいれる

というようなことから両サイドに集めているのであろうと思われるものが今回

書かれているというふうな解釈です。もう一つ、その下にある公共下水云々と

いうのは私も情報を把握しておりませんので、・・・ 

◎山口次長補佐 ちょっと私の方から、図面等及び写真から判断させていただき

ますけれども、このグレーチングのところにつきましては、確かにバスの出入

口のため、カラー舗装をし、補強のためにグレーチングカバーを掛けるという

形で、実際、現在、ここのところはですね、歩道等の間にはＵ字溝が現在入っ
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ています。その補強のためということで、Ｕ字溝の蓋ではなくてグレーチング

で行うと、その両側にその雨水対策ということだと思いますけれども、集水枡

が設けられるという形になっております。また、道路側につきましても暗渠の

側溝が入っております。確かにこれが用水なのか雑排水の処理なのかは、道路

課の方で確認を取ってみないとはっきり分かりませんけれども、現在はＵ字溝

が全部敷設されているところを補強するという形です。 

◆５番（酒巻委員）それは道路として、耐えられるようなものですか。 

◎山口次長補佐 一時的に溜めて、なおかつ、今までは上蓋だったんですけれど

も、グレーチングにして、多少そこは雨水だけは入るという形の処理になりま

す。 

◎岡田局長 コンクリート式の蓋ですと、やがて劣化して脆くなって駄目になる、

ですから金属の細かい網目というんですかね、ああいうものを入れることで透

りもよくなるし水捌けもと、ただし、さっき言った水捌けは敷地内のものは道

路に来させないということがルールになっていますので、恐らく歩道等に溜ま

ったものがそちらに自然に流れると、でも傾斜がありますので恐らく道路側の

方には流れて来ないと、したがってそのグレーチングとは補強という意味、落

蓋式のものを金属板にして蓋をしているにすぎないということで、路盤を傷め

ないということを基本的に考えているということです。 

○高市議長 奥は平らで１０．０だかんな。 

◎山口次長補佐 この奥は平らになります。しかし、敷地内は少し下がっていま

す。 

◆５番（酒巻委員）もう一ついいですか。今言っていた左側の出入り口の浸透枡

というところのすぐ上に○書いて×したものがありますね。これは何でしょう

か。 

◎山口次長補佐 水道のメーターですね。市営水道という表現で図面の方は書か

れております。 

◆５番（酒巻委員）ここは確か公共下水道は、地下３０ｍ下に市川の方に行って

いる本管が入っているんですね。今言った市の水道管ですけれども、以前にも

あった資材置場ですけれども、あちらはあそこに用水路があるんですけれども、

下花輪方面のここは市の水道管が入っているところ、ここにやはり用水管が入

っています。図面にないですけれども、本当はここに書いてほしかったなと思

います。ここに樋管が入っています。ここのところは１３個ぐらいだったかな。

本当は表示がほしかったなと。 

◎山口次長補佐 はい、分かりました。 

○高市議長 ほかにございますか。ほかに質疑なしと認めてよろしいですか。 

（よろしいの声あり） 
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○高市議長 これより採決を行います。 

議案第３７号について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願

いします。 

挙手、多数であります。 

よって、議案第３７号の案件については、原案のとおり許可することに決定

いたしました。 

ありがとうございました。 

 

○高市議長 次に、報告第２０号「専決処理の報告について」報告を求めます。

吉田次長。 

◎吉田次長 議案書の２ページをお開きください。 

報告第２０号  

専決処理の報告について 

流山市農業委員会事務局規程第７条第１項の規定により、次のとおり専決処

理したので、同条第２項の規定により報告する。 

平成２４年７月２５日報告  

流山市農業委員会長 高市 正義 

最初に、１番、農地法第３条の３第１項の規定による届出でございます。 

今月の御報告は３件で、移転の原因につきましてはいずれも相続によるもの

でございます。 

初めに、１番でございます。届出者は埼玉県三郷市の方で、平成２３年７月

３０日に農地を取得されました。取得した農地につきましては、流山市こうの

す台にございます農地合計３筆で、３，２４５㎡でございます。 

次に、２番でございます。届出者は流山市小屋の方で、平成２４年２月１４

日に農地を取得されました。取得した農地につきましては、流山市小屋にござ

います農地１筆で、７６㎡でございます。 

次に、３番でございます。届出者は流山市下花輪の方で、平成２３年１２月

１５日に農地を取得されました。取得した農地につきましては、流山市下花輪

にございます田３筆と畑１２筆、合計１５筆で、５，８４７㎡でございます。 

今月は、以上の３件、合計１９筆で、９，１６８㎡でございました。 

続きまして、議案書の４ページをお開きください。 

２番の農地法第４条第１項第７号の規定による届出でございます。今月の御

報告は１２件で、先月の６月に届出書が提出されたものでございます。 

いずれも内容につきましては記載のとおりでございまして、添付書類も含め

完備しておりましたので、事務局長専決により書類を受理いたしました。 

次に、転用目的別の内訳といたしましては、住宅用地が８件、工場用地が１
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件、店舗が２件、駐車場が１件でございました。 

以上、今月の４条届出の合計といたしましては、１２件、１９筆、４，５４

１．５４㎡、地目別の内訳につきましては、田が５筆、２，０１７㎡、畑が１

４筆、２，５２４．５４㎡でございました。 

続きまして、議案書の６ページをお開きいただきたいと思います。３番、農

地法第５条第１項第６号の規定による届出でございますが、こちらも先月の６

月分でございまして、合計で２６件の届出がございました。 

内容につきましては、いずれも記載のとおりでございます。添付書類も含め

完備しておりましたので、事務局長専決により書類を受理いたしました。 

次に、移転の原因別の内訳でございますが、売買が２３件、贈与が３件でご

ざいました。また、転用目的別といたしましては、住宅用地が２２件、店舗が

２件、駐車場が２件でございました。 

以上、今月の５条届出の合計といたしましては、２６件、３７筆、１１，６

４３㎡、地目別の内訳につきましては、田が１４筆、４，１４８㎡、畑が２３

筆、７，４９５㎡でございました。 

御報告につきましては、以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○高市議長 ただいま報告がありましたが、御質問、御意見がございましたら承

ります。 

（なしの声あり） 

○高市議長 特にないようですので、次に進みます。 

 

○高市議長 以上をもって、本日の定例総会に付議されました案件は、すべて議

了いたしました。 

  これをもって、平成２４年第７回流山市農業委員会総会を終了いたします。 

長時間の慎重審議をいただきありがとうございました。 

△閉会 午後４時５７分 

 

この議事録は、真正であることを認めて署名する。 

平成２４年７月２５日 

 

 流山市農業委員会長   高市 正義    

 

 流山市農業委員会委員  小林 常男    
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 流山市農業委員会委員  須郷 英夫    


